
 

 

 

 

 

 

 

野々市市商工会と東浦町商工会との災害時における 

相互応援のための地域交流に関する協定の締結について 

 

 

■概要 

野々市市商工会（会長：寺西誠二）と東浦町商工会（愛知県、会長：関浩二）は、能登半島地

震をはじめとする大規模災害の教訓を踏まえ、被災地域の商工会が実施する支援活動への相互応

援が円滑に実施できるよう、平時から商工会同士の交流を図ることを目的として協定を締結する

こととなりました。 

つきましては、次のとおり協定調印式を行いますので、お知らせいたします。 

 

 

■調印式日時等 

  １ 日時  令和６年 11月 25日（月）13時 30分から 15時まで 

 

  ２ 場所  野々市市商工会館 研修室 

        （野々市市白山町８番 16号） 

 

  ３ 出席者 野々市市商工会 寺西会長ほか役員、青年部長、女性部長、事務局職員 計 11名 

        東浦町商工会  関会長ほか役員、青年部長、女性部長、事務局職員 計 12名 

 

  ４ その他 野々市市と東浦町は、平成 26年 7月に「災害時における相互応援協定」を、野々市市 

社会福祉協議会と東浦町社会福祉協議会は、令和４年７月に「災害時における相互応援 

及び地域交流に関する協定」を、それぞれ締結しています。 

 

 

 

 

野々市市商工会  

桝谷 (076)246-1242 

野々市市地域振興課 

今村 (076)227-6160 

令和６年 11 月 19 日（火曜日） 
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